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Ａ．研究目的 

脱タバコ・メディアキャンペーンに関して、（１）

推奨される対策、（２）各国の状況、（３）日本の状

況および国際機関による評価についてまとめた。

今後、日本において脱タバコ・メディアキャンペー

ンを展開するための基礎資料とする。 

 

Ｂ．研究方法 

WHO FCTCおよびMPOWERを主軸として包

括的に先行研究レビューを実施した。 

（倫理面への配慮）特に倫理的な問題はない。 

 

C. 研究結果，D. 考察および E. 結論 

1. 推奨される対策  

 脱タバコ・メディアキャンペーンは、FCTC 第 12

条で求められる「タバコ問題に関する教育・情報

の伝達・啓発」に該当するタバコ政策であり、タバ

コの規制に関連する問題についての教育や啓発

を行うための効果的な措置をとることが求められて

いる。啓発内容には、タバコによる健康被害（能動

喫煙および受動喫煙）、禁煙やタバコのない生活

のメリット、タバコ産業に関する情報の公開、タバ

コの生産・消費が健康・経済・環境に及ぼす悪影

響等タバコ問題に関連した広範な内容が含まれ、

保健従事者や地域住民など全ての人々へ啓発

情報を伝える必要がある。 

 MPOWER における脱タバコ・メディアキャンペ

ーン（W2）に求められる要素は、2012 年 6 月～

2014年 6月の間の 3週間以上継続して実施され、

(1)キャンペーンは包括的なタバコ対策プログラム

の一部として実施され、(2)実施前に対象者集団

を理解するための調査を実施すること、(3)キャン

ペーンの題材は事前にテストして、修正すること、

(4)ラジオやテレビ、プレースメント広告を政府自

身もしくは外部のメディア関係者によって実施す

ること(5)ニュースに取り上げられるなどして周知さ

れるように新聞記者などメディア関係者とともに実

施すること、(6)キャンペーンが効果的に実施され
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たかプロセスを評価すること、(7)キャンペーンの

効果をみるために結果や成果を評価すること、(8)

テレビもしくはラジオにて放送されること、であり、

特に(8)が重視されている。 

 FCTC 第 12 条について締約国が効果的にエビ

デンスに基づいて最良レベルの脱タバコ・メディア

キャンペーンが実施できるようにガイドラインが採

択されており、(1)タバコ（能動喫煙および受動喫

煙）による健康・社会・経済・環境への影響につい

てうまく教育し、情報提供するための効果的な方

法を明確にすること、(2)科学的根拠およびグッド

プラクティスに基づいて上記方策を進めるのに必

要な資料やプログラム作成を担う組織を締約国が

設立できるように導くこと、が目的である。 

 ガイドラインにおける主要メッセージとして、締約

国は(1)タバコ問題に対する公衆の理解を高め、

社会変容を促す教育・情報提供を支援する組織

を設立すること、(2)活用できる全ての手段を用い

ること、(3)市民団体を巻き込んだ活動を展開する

こと、(4)タバコ産業自体やタバコ産業による戦略

や製品に関する広範な情報をプログラムに含める

こと、(5)国際的に連携すること、(6)推移を観察し、

比較できるように国内および国際的にプログラム

をモニターし、評価し、改善すること、(7)既存の

FCTCの報告文書を通じた情報提供を実施するこ

と、(8)MPOWER等により FCTCが求めるタバコ政

策の施行状況や FCTC が批准された事実等を伝

えること、が求められている。 

 ちなみにガイドラインでは、政策を進める根拠と

なるエビデンスに求められる条件として (1)論理

的で根拠に基づく理由付け、(2)テーマに適切な

方法が使われていること、(3)信頼でき一般化でき

る結果を提供する観察研究もしくは実験的研究、

(4)適切なデータと分析手法を用いること、(5)対象

者の特定等を含む研究の方法や結果を詳述して

いること、(6)ピアレビューを受けていること、(7)研

究領域に貢献できるように研究成果を広めること、

(8)再解析やさらなる分析のためにデータにアクセ

スできること、(9)タバコ産業から独立していること、

が必要であると明記している。タバコ産業によるタ

バコ産業のためのピアレビューを受けていないタ

バコ産業に都合のよい研究成果には十分に注意

しなければならない [1, 2]。 

 国際結核肺疾患予防連合による脱タバコ・メデ

ィアキャンペーンのためのガイドラインでは、①喫

煙による健康被害に関する知識をより一層高める

ようにする、②生活習慣を変える動機づけをする、

③卒煙を激励する、④効果的な喫煙防止政策、

特に受動喫煙防止政策の推進を応援する、⑤成

人をターゲットにする（成人向けのどぎつい広告

は、若者にもインパクトを与えるからである）、⑥タ

バコのみならずタバコ産業や喫煙のイメージ自体

を変える、ことを推奨している [3, 4]。また、米国コ

ミュニティー・ガイド [5]では、脱タバコ・メディアキ

ャンペーンを他の政策と組み合わせて包括的タ

バコ対策プログラムの一部として組み込むことの

重要性が指摘されており、他には携帯電話による

介入プログラムが推奨されている。同ガイドによる

と、インターネットによる介入プログラムやマスメデ

ィアによる禁煙啓発コンテンツに関するエビデンス

はまだ十分ではないとされる。 

 

2. 各国の状況  

 脱タバコ・メディアキャンペーンの効果は、特に

若年者の喫煙開始を防止する効果が大きく、喫

煙開始のオッズ比を 20-40%減少させる効果があ

る、と系統的レビューにより確認されている [6, 7]。

メディアキャンペーンの内容やデザイン、広告の

種類（テレビ CMやビルボード等）は様々だが、ア

メリカの若年者においてタバコ産業によるタバコへ

の誘導やだましの手口に関する啓発が喫煙の防

止に有効であった [6]。また、成人の喫煙率を減

らすには、強力な反タバコ・メッセージを画像を使

って高頻度に継続して伝えることが有効であった 

[6]。一方で、タバコ産業がスポンサーとなって実

施された喫煙を大人の嗜好で選択するものとして

捉えたメッセージには、効果がなく、むしろ若年者

の喫煙を増加させる結果が報告されている [6, 

8]。 

 脱タバコ・メディアキャンペーンによる喫煙率を減
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少させる効果は、 1967 年に米国で Fairness 

Doctrine のもと実施されたキャンペーン（おおよそ

3 回のタバコブランドの CM につき 1 回の脱タバ

コ・メッセージを放送）の効果の分析により実証さ

れている [9, 10]。もちろん、同時期に起きた他の

出来事の影響も考えられるが、そのキャンペーン

終了後に喫煙率が再上昇したことからもキャンペ

ーンの効果は大きかったと考えられている。米国

では、タバコ病訴訟による 1998 年の Master 

Settlement Agreementでタバコ産業から 42兆円に

のぼる賠償金（示談金）をタバコ対策側が受け取

ることとなった。そのため、米国では多額の費用を

要するテレビ CM 等の脱タバコ・メディアキャンペ

ーンが積極的に展開されてきている。2000 年から

はじめられた Truth キャンペーンでは、若年者（子

どもおよび若年成人）を対象にして毎年 1 億ドル

の予算のもとテレビ CM 等の脱タバコ・メッセージ

が全米で展開された [9, 10]。 

 英国では、テレビとラジオの CM、インターネット

の Twitterや Facebook を使った広告、キャンペー

ンツールキットの配布、新聞の社説等での広報な

どの活動を組み合わせた脱タバコメディアキャン

ペーンの一つ「Don't Be the One campaign」が

2014年から実施されている。 

 タイで実施された脱タバコ・メディアキャンペーン

“SMOKING KID” VIDEO, THAILAND: 2012は

秀逸であった（図 1） [11]。キャッチフレーズとして

「タバコがそんなに悪いと知っているのに、何故あ

なたはタバコを吸っているの？」が使われた。子ど

もたちが成人喫煙者にタバコの火をもらうために

近づくと、大人たちはそれを拒否して、「タバコを

吸うのはよくないことだ」と教えてくれる。すると、子

どもたちはメモを渡して去る。メモには「あなたは

ぼくたちのことを心配してくれた。どうして自分自

身のことを心配しないの？」と書かれている。それ

をみた大人たちは立ち止まり、タバコを捨てる。こ

のキャンペーンがテレビで流され、禁煙クイットラ

インへの相談が 40%増加した。 

 MPOWER は、各国の脱タバコ・メディアキャン

ペーン（W2）の状況について必要とされる要素８

つのうち何個を満たしているかに基づいて評価し

ている（図 2：各要素については「1. 推奨される対

策」の項を参照のこと）。 

 

3. わが国の状況および国際機関による評価  

 日本ではテレビ CM 等により広く住民に情報を

伝える脱タバコ・メディアキャンペーンは全くと言っ

ていいほど実施されてきていない。MPOWER に

よる日本の脱タバコ・メディアキャンペーンの評価

は「最低レベル」である。 

政府や厚生労働省による啓発活動は、テレビやラ

ジオによるものではなく、ポスターやチラシ等の印

刷媒体による取り組みに限定されている。例えば、

スマートライフプロジェクトでは毎年関連機関に禁

煙啓発のためのポスターが配布されている（図

3）。 

 脱タバコ・メディアキャンペーンではテレビやラジ

オによる啓発が重要視されるが、日本の公的機関

（政府や地方自治体等）では予算の問題もあり、

テレビやラジオによる啓発はほとんど実施されて

いない。一方、ニコチンパッチや禁煙治療薬を販

売する企業や生命保険会社によるテレビ CM が

禁煙啓発につながる脱タバコ・メディアキャンペー

ンとしても機能している可能性がある（図 4）。 

 他方、JT は「ひとのときを、想う」などのイメージ

戦略を展開している。JT は FCTC が禁じている

様々なスポンサー活動を通して、タバコ対策を妨

害している。学生や被災者への奨学金、社会活

動などへの補助金や喫煙科学研究財団等の実

質的にタバコ産業が運営している団体から研究

者へも助成金を提供している。タバコ会社は世界

的に積み上げられてきた科学的成果を歪曲し、

「受動喫煙の害は立証されていない」などと世界

的コンセンサスに反する情報提供を継続的に実

施してきている。FCTC ではタバコの広告および

後援の禁止を求めているが、日本では低レベル

の段階の自主規制になっているに過ぎない（第＠

節参照）。たばこ事業法 40 条 2 項の規定に基づ

いて策定された「製造たばこに係る広告を行う際

の指針」では、「喫煙を促進しないような、企業活
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動の広告並びに喫煙マナー及び未成年者喫煙

防止等を提唱する広告については、この指針の

対象に含まれない」とされている。しかし、現実に

は喫煙を促進するためのイメージアップを意図し

たタバコ産業によるキャンペーンが展開されてい

る。加えて、映画やテレビにおける隠された広告も

ある [12]。映画・テレビなどにおける喫煙シーン

が喫煙開始のきっかけになっているのである。メタ

アナリシスによると、その影響は、年齢が若いほど、

喫煙の場面を閲覧した回数が多いほど顕著であ

った [13]。 

 タバコ対策を進めるためにはアドボカシー活動

が重要だと考えられている [7, 14, 15]。タバコが

社会的に受け入れられないものだという規範

(norm)を地域住民から国民全体へと広げていくア

ドボカシー活動が重要な役割を果たしてきた。こ

の効果を実証することは容易ではないが、様々な

研究者によりその効果が推察され、日本において

2000 年代に認められた国民全体の喫煙率の減

少には全国で展開された草の根活動や地域での

アドボカシー活動が寄与したのではないかと考え

られる [16]。アドボカシー活動は、タバコ産業と 9

分野、すなわち(1)脅迫・威嚇、(2)提携・連携戦略、

(3)偽装団体、(4)キャンペーン助成、(5)ロビー活

動、(6)法的措置、(7)専門家の買収、(8)社会貢献

活動、(9)宣伝・広報活動、で対峙しなければなら

ない [10]。ここでの重要な戦略が、タバコ産業を

正規なものとはみなさなくすること（非正規化）であ

る [10, 17]。タバコ産業はこれまで意図的にタバ

コの依存性を高め、社会経済的に厳しい状況に

ある人を喫煙するように仕向けてきた [18]。オー

ストラリア等のタバコ対策先進国における取組[14, 

15]を参考にして、タバコ産業に関する情報を国

民に知らせる活動を含め日本における脱タバコ・

メディアキャンペーンの促進につながるアドボカシ

ー活動を展開していく必要がある。 
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図 1. タイにおける脱タバコ・メディアキャンペーンの画像 
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図 2. 世界各国における脱タバコ・メディアキャンペーンの状況（MPOWERに基づく評価） 
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図 3. スマートライフプロジェクト（http://smartlife.go.jp/） 
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図 4. 企業による禁煙啓発の側面を持つ CM画像 

 

※このテレビ CMは 2015年 10月 3日から関東・関西において放映開始され 12月までに 1000回以上にわたり

放映された。 
 


